
溝端　浩人（公認会計士・税理士）
▶著書
　｢図解・業務別　会社の
　税金実務必携｣(共著)他

著者紹介

松本　栄喜（税理士）
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人)
にて実務を経験後、平成4年3月に溝端公認
会計士事務所開業。株式会社コンサルティン
グ・モール代表取締役。
【事務所】大阪市天王寺区（谷町九丁目）

大原簿記専門学校税法講師を経て、妙中
公認会計士事務所にて実務を経験後、平
成18年に税理士事務所開業。税理士法人
松本会計事務所代表。
【事務所】大阪市淀川区西中島

みぞばた ひろ と まつもと ひで き

公認会計士・税理士　溝端浩人
税理士　松本栄喜第20回 利益が出ても納税は不要？
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　中小企業の事業承継を一層後押しするため、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予について、これまでの事業承継税制とは別に、大幅に拡
充された特例措置（以下、「特例措置」という。）が設けられました。今後５年以内に「特例承継計画」を提出し、10年以内に株式の承継を行う者が対
象になります。

税理士　塚本和美

1　株式承継時の贈与税・相続税が全額猶予されます
　特例措置では、納税猶予の対象となる株式数の上限が撤廃
され、発行株式の全てについて適用を受けることができます。
また、相続税の納税猶予の割合が100％に拡大するため、贈
与税・相続税ともに承継時の税負担がゼロになります。

塚本　和美（税理士）
同志社大学経済学部卒。平成12年に税理士登録。税理士事務所勤務を経て
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事業承継税制の特例措置について

2　複数の後継者（最大３人）への承継も対象になります
　特例措置では、親族外を含む複数の株主から代表者である後継者（最大３人）への承継も対象になり、多様な事業承継が支援されることになります。

4　特例承継計画の提出が必要です
　特例措置の適用を受けるためには、平成30年４月１日から平成35年（2023年）３月31日までの間に、会社の後継者や承継時までの経営見通し等
を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、都道府県へ提出することが必要です。特例承継計画を提出す
ることにより、平成39年（2027年）12月31日までの贈与・相続等について特例制度の適用を受けることができます。なお、平成30年１月１日から
平成35年（2023年）３月31日までの贈与又は相続については、贈与後又は相続後に承継計画を提出することも認められています。

3　制度の適用によるリスクが軽減され、利用しやすくなりました
①　経営環境が悪化した場合等の減免措置
　廃業や株式の売却を行ったことにより猶予が取り消されると、一般措置で
は承継時の株価を基に贈与税・相続税を納税することになるため、廃業や売
却時の株価が下落していると、税負担が過大になることがあります。
　特例措置では、廃業時の評価額や株式の売却額を基に納税額を再計算し、
承継時の株価を基に算出された納税額との差額は減免されます。
②　雇用確保要件の緩和（実質撤廃）
　一般措置では、納税猶予適用後、５年間で平均８割以上の雇用を維持する
ことが求められており、維持できなければ猶予されていた贈与税・相続税の
全額を納付しなければなりません。
　人手不足のなか、中小企業にとって大きな負担であったこの雇用確保要件
ですが、特例措置では、８割を下回った場合でも認定経営革新等支援機関の
指導助言を受けて、維持できなかった理由書を提出することにより、猶予を
継続することができることとされています。
③　親族外の後継者も相続時精算課税制度の適用が可能に
　事業承継税制では、納税猶予が打ち切られた時に過大な贈与税負担が生じることのないよう相続時精算課税制度との併用が認められていますが、
この相続時精算課税制度について、特別に贈与者の子や孫でない者も適用を受けることができるようになります。

一般措置（従来からの措置) 特例措置
対 象 株 式

納税猶予割合

発行済株式総数の３分の２まで 全株式
贈与税：100％
相続税： 80％

贈与税：100％
相続税：100％

（出典：中小企業庁「平成30年度事業承継税制の改正の概要」を参考に作成）

一般措置（改正前） 特例措置

１人の先代経営者から１人の後継者への贈与のみが対象

先代経営者同族関係者 配　偶　者 第　三　者

後継者（長男) 後継者（次男)

贈与贈与 贈与贈与
対象とならない

複数の後継者（最大3人）を対象とする

先代経営者同族関係者 配　偶　者 第　三　者

後継者（長男) 後継者（長女)

贈与贈与 贈与贈与

後継者（次男)

※　代表権を有しているものに限る。
※　複数人で承継する場合、議決権割合の10％以上を有し、
　かつ、議決権保有割合上位3位までの同族関係者に限る。

贈与者は先代経営者に限定せず、複数でも可能とする

Ｘ社の株価総額の推移（イメージ図）

（出典：中小企業庁「平成30年度事業承継税制の改正の概要」を参考に作成）
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　私は甲社を経営している社長です。当社はこの3年間赤字決算が続いていましたが、今期の決算でやっと利益が出そう
です。利益が出るといきなり納税が発生するのでしょうか。資金繰りも苦しいので、何か活用できる優遇措置はないので
しょうか？

　法人税は事業年度を基準として税金計算が行われるため、事業年度によって赤字になったり黒字になったりするような
会社について、単年度だけで税金計算を行ってしまうと税負担が不合理な結果となってしまいます。
　そこで税負担の調整を図るために、過去の赤字を当期の黒字から控除することができる制度（欠損金の繰越控除制度）
が設けられています。
　一定の要件を満たせば、赤字が生じた場合にはその赤字を将来に向かって繰り越し、翌事業年度以降に発生する黒字か
ら控除することで、控除した事業年度の納税を減額することができます。

１　欠損金の繰越控除制度の流れ（中小法人等＊の場合）

　各事業年度開始日の前10年＊以内に開始した事業年度において生じた欠損金については、控除限度額（欠損金控除前所得金額×控除割
合（下表参照））を限度として、当該欠損金を当該各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入することができます。
＊　平成30年4月１日前開始事業年度に生じた欠損金は9年

2　欠損金の繰越控除制度

【適用要件】
⑴　欠損金の生じた事業年度において青色申告書を提出していること
⑵　欠損金の生じた事業年度以降、連続して確定申告書を提出していること（途中で無申告の事業年度がある場合には、適用されません）
⑶　帳簿書類を10年＊間保存していること
【控除順序等】
⑴　古い事業年度に発生した欠損金から順次控除します。
⑵　10年＊間で控除しきれなった欠損金は切り捨てられます。
＊　平成30年4月１日前開始事業年度に生じた欠損金は9年

　赤字会社に対する優遇措置として、「欠損金の繰越控除制度」以外に、中小法人等については当期が赤字となった場合、前期の
黒字と通算して税金を計算し、納めすぎとなった税金が還付される制度（欠損金の繰戻し還付制度）が設けられています。

赤字会社に対する優遇措置

（注）新設法人（資本金の額等が5億円以上である法人等の100％子法人等を除く）の設立の日から7年を経過した日までの各事業年度については、中小法人等と同様、欠
損金の全額（控除割合100％）を控除することができます。

◉欠損金控除前所得に対する控除割合

法人の規模

中小法人等

中小法人等以外(注)

平成29年4月１日以後に開始する事業年度

100％

55％

平成30年4月１日以後に開始する事業年度

50％

＊　資本金の額等が１億円以下の法人等（資本金の額等が5億円以上の法人等の100％子法人等を除く）をいいます。

青色確定申告

繰越欠損金残高

平成27年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

平成28年度

平成29年度

控除後所得金額

欠損金控除額

所　得　金　額
赤字
△150

赤字
△100

赤字
△200

黒字
300

─ ─ ─ 300

△150 △100 △200 0

△150 △150 △150 0

△100 △100 0

△200 一部△150

古い事業年度に発生した欠損金から順次控除

※　平成30年度税制改正により、一般措置については、先代経営者以外の者（複数）
　からの贈与も対象となりました。


